
留意事項関連画面の変更について 

 

平成２６年１月１４日 

日本商工会議所国際部 

 

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」第４条第２項及び第３項の規定に

基づく証明書受給者及び証明資料提出者の留意事項について、以下のとおり、関連の画面を変更いたし

ます。 

 

１．登録申請書の作成画面の変更概要 

 

 

２．発給申請書の発給受付番号が表示される画面の変更概要 

 

留意事項の確認に関する

文言を追加しました。 

下段に各協定の留意事項

を表示しました。 



３．引換書・受領書印刷画面の変更概要 

 

 

【変更時期】 

 平成２６年２月１４日 

 

以 上 

文章を追記のうえ、「同意

する」「同意しない」のボ

タンを表示しました。 


